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要旨 

【目的】ガイドラインが示される以前の措置入院となった精神障害者の退院時のケア会議の

実施状況と退院後のサービスの利用状況について精査し、これまでの傾向について検討を行

った。 

【方法】2016 年 6 月 1 日から 2019 年 9 月 30 日まで、調査対象施設ごとに 1 年間ずつの調

査期間を設定し、調査期間に措置入院した患者を対象とした。調査対象施設は宮城県立精神医

療センター、栃木県立岡本台病院、石川県立高松病院、八幡厚生病院、肥前精神医療センタ

ー、長崎県精神医療センター、琉球病院、井之頭病院、沼津中央病院、大泉病院、岡山県精神

医療センターとした。退院時のケア会議実施状況は、前 6 施設は退院後 1 年時、後 5 施設で

は退院時に確認した。また退院 1 年時のサービス利用状況を調査した。 

【結果】先行 6 施設における退院後 1 年調査では、計 378 例が対象となり、後発 5 施設では、

106 例が研究の対象となった。全 484 例のうち、252 例がケア会議を実施していた。ケア会

議への参加者は、保健所職員が 1 番多かった。また、本人が不在のままケア会議が行われて

いるケースがあることも判明した。また、1 年後のサービス利用状況では保健師の訪問などの

行政の直接サービスが継続されているケースが多いことも判明した。 

【考察】ケア会議の重要性については、ある程度理解されており、前回報告時と比べ、実施状
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況は 46％から 52％と増加している結果となった。サービス利用状況は訪問看護や保健師訪問

などの在宅サービス利用者が多い。前回の報告時より大きな変化はみられていない。今後も他

報告結果、参考文献等をもとに今後も継続した検討が必要である。 

A.研究の背景と目的 

これまで措置解除者の退院後の支援につい

ては、入院先医療機関に委ねられており、行

政の関与は明確には規定されていなかった。

2018 年 3 月に示された「地方公共団体による

精神障害者の退院後支援に関するガイドライ

ン」（以下、「ガイドライン」）では地方公共団

体は、措置入院者の退院後支援に関する計画

を作成することとなり、その際、計画書の内

容に関する会議を入院中に開催し、協議する

こととなった。しかし、従前、措置入院ののち

に退院した患者については、退院時点でケア

会議が行われたか、また退院後にどの程度の

サービスを受けているかといった状況は、明

らかではなかった。 

このため、本研究では、ガイドラインが示

される以前に措置入院した患者の退院時点で

のケア会議の実施状況と退院後のサービスの

利用状況について調査し、これまでの傾向に

ついて明らかにした。 

 

B.方法 

１．対象 

この研究では、2016 年 6 月 1 日から 2019

年 9 月 30 日まで、調査施設ごとに 1 年間ず

つの調査機関を設定し、調査機関に措置入院

した患者を対象とした。調査対象施設は、宮

城県立精神医療センター、栃木県岡本台病院、

石川県立高松病院、八幡厚生病院、肥前精神

医療センター、長崎県精神医療センター、琉

球病院、井之頭病院、沼津中央病院、大泉病

院、岡山県精神科医療センターとした。退院

時のケア会議実施状況は、前 6 施設は、退院

後 1 年後、後 5 施設では、退院時に確認した。

また、退院 1 年時のサービス利用状況を調査

した。 

２．調査内容 

 上記 11 機関に対し、医師記録や看護記録な

どカルテに記載してある事項に関して所定の

調査票に転記を求める形式で、調査を行った。 

（１）基本情報 

①生年月日、②性別、③年齢、④措置入院

日、⑤措置解除日、⑥退院日 

（２）退院 1 年後評価 

①入院の有無・入院形態・入院回数 

②他精神科病院での入院の有無・入院回数・

措置入院の有無 

③自病院での入院あるいは通院継続の有

無・受診なしの理由 

④生存確認 

⑤ケア会議実施の有無・参加者 

⑥サービス利用の有無・利用サービス内容 

⑦帰住先 

 

３．調査の方法 

11 機関に対し、毎月調査票を送付し、転記

の上、返送を求めるものとした。 

 

４．倫理的配慮 

長崎県精神医療センター倫理委員会の審査

を受け、2016 年 4 月 15 日に承認を受けた。 

 

５．臨床試験登録：UMIN 試験 ID:000022500 

 

C.結果 

１．回答状況 

すでに先行して退院後 1 年時調査を行って

いた 6 施設において、前回報告から 45 例か

らの回答を得て、計 378 例の回答となった。

また後発 5 施設では、51 例の回答を得て、106

の回答となり、全 484 例の回答を得た。 
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２．ケア会議の実施状況と参加者 

484 例に対する回答のうち、退院時にケア

会議を行った事例は 252 例（52.1％）であっ

た。このケア会議実施者 252 例の会議に参加

した者（複数回答）は、保健所の職員が 191

例（252 例の 75.8％）に参加している。次に

本人 210 例（同 83.3％）、家族が 165 例（同

65.5％）、行政職員 130 例（51.6％）、相談支

援事業所 54 例（21.4％）、施設職員 32 例

（12.7％）、警察 1例（0.4％）、不明 3名（1.2％）、

その他 51 例（20.2％）となっている（図 2）。

その他の内訳として障害者自立支援センター

職員、地域定着生活支援センター、地域包括

支援センター、弁護士、退院後に通院する医

師・精神保健福祉士、ACT 職員、児童相談所、

教諭、教育委員会、職場の上司、社会福祉協議

会、市町村社会福祉課、家庭裁判所調査官、訪

問看護ステーションが上がっている。また、

210 例で患者本人が参加している結果となっ

た。 

 

３．退院後 1 年におけるサービスの利用状況 

退院後 1 年におけるサービス利用状況とし

て 403 例が回答した。受けていたと回答して

あるものが 121 例（30.0％）、受けていないが

38 例（9.4％）であった。また、不明が 197 例

（48.9％）、未記入が 42 例（10.4％）あった。

サービスを利用していた 121 例の内訳として

保健師訪問などの行政の直接サービスが 61

例（50.4％）、訪問看護 57 例（47.1％）、相談

支援事業所などの相談系サービス 22 例

（18.2％）、就労継続支援事業所などの就労系

サービス 19 例（15.7％）、グループホームな

どの住居系サービス 18 例（14.9％）、デイケ

ア 15 例（12.4％）、地域活動支援センターな

どの日中系サービス 3 例（2.5％）、その他福

祉サービス 5例（4.1％）、その他 13例（10.7％）

となっている。その他の内訳として ACT、

AA(自助グループ)、支援学校、社会福祉協議

会による金銭管理、市役所、周辺住民へのフ

ォロー、ヘルパー、配食サービス、入院中の利

用している結果となった。 

 

４．措置入院者消退届の帰住先と行政の直接

サービス利用状況について 

 本年度は、全 484 例について、帰住先とサ

ービスの実施状況を概観した。その結果、同

居が 135 例（27.9％）、単身が 52 例（10.7％）、

施設が15例（3.1％）、その他が104例（21.5％）、

空白が 180 例（37.2％）であった。また、行

政による直接的なサービス利用状況は、同居

で 14 名（10.4％）、単身 5 例（9.6％）、施設

利用者 0 例（0.0％）、その他 37 例（35.6％）、

空白において 5 名（2.8％）であった。 

 

D.考察 

（１）ケア会議について 

ケア会議の実施状況をみると半数以上が実

施している状況となっている。ガイドライン

が示される以前よりケア会議の重要性につい

て認識されていた可能性が高いと考えられる。

その一方で、ケア会議を実施していない場合

も半数あることがわかっている。ケア会議を

実施していない患者については、ケア会議を

実施せずに退院となるケース、措置入院のま

ま転院するケースが考えられる。 

参加者については、措置入院の法制度上、

保健所(191 例：75.8％)や行政機関 (94 例

51.6％)の参加が多い結果となっており、退院

時のケア会議に参加していることから退院後

の支援になんらかの支援を行っている可能性

が高いことが考えられる。家族の参加も 252

例のうち 165 例(65.5%)と多く、家族からの支

援の検討もしくは家族支援を行われている可

能性が考えられる。しかし、患者本人が不在

のケア会議が実施されている場合もあり、本

人不在による支援の検討がなされている可能

性があることも分かった。警察の関与につい

ても 1 件に留まっている。 

前回報告より実施件数は増加しているが、

ケア会議の参加者は大きな変動はないものの、

ケア会議の実施状況については、前回より 5
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ポイント上昇し、半数を超える結果となった。 

 

（２）サービス利用状況について 

退院 1 年後におけるサービス利用状況とし

て 121 例が利用していたと回答しており、61

例(50.4％)が行政の直接的なサービスを利用

していることがわかっている。措置入院の法

制度上、行政機関が退院後も支援を継続して

いることが、示唆された。ガイドラインが示

される以前より行政機関の関与および支援が

あっていたことが考えられる。行政機関の関

与および支援については、保健師の訪問が考

えられる。近隣とのトラブルなど行政機関の

関与が必要となりうる患者が多い可能性も考

えられる。また、訪問看護を利用している事

例も 57 例あり、その他の内訳にも ACT や配

食サービス、ヘルパーなど訪問系のサービス

を利用していることがわかった。 

その一方で就労継続支援事業所のような就

労系、デイケア、地域活動支援センターのよ

うな日中系のサービスの通所サービスを利用

している事例は少ない結果となった。しかし、

通所サービス利用については、サービスが充

足している地域や不足している地域等の問題

もあると思われ、行政機関等の地方公共団体

の支援が必要となっている可能性が考えられ

る。 

 

（３）措置入院者消退届の帰住先と行政の直

接サービス利用状況について 

今回、措置入院者消退届の帰住先と行政の

直接サービス利用状況についても概観した。

家族と同居をしていても、単身生活であって

も、行政からの直接サービスの利用を受けて

いた。したがって、家族と同居しているため

に行政の直接サービスが行われていないとは

言えず、同居の有無は、行政の直接サービス

利用に影響はないと考えられる。しかし、措

置入院者消退届の帰住先記入については、都

道府県で指導内容が異なるため、その他の群

で行政からの直接サービスが多いこととなっ

ているが、措置解除後に即退院とならない事

例において行政の直接サービスが多い可能性

も考えられる。また、消退届の帰住先につい

ては、あくまでも帰住先であり、家族等との

関係性などについては、考慮されていないこ

とも併せて考えておく必要がある。 

本研究は、先行 6 施設の調査開始後にガイ

ドラインが発出されたため、先行 6 施設につ

いては 1 年後調査、後発 5 施設は、退院時に

調査を行っている前提の相違がある。このた

め、ケア会議の実施状況の確認、利用してい

るサービス状況を明確にすることを目的とし

ており、それは概ね達成できている。しかし、

サービス利用状況の詳細や属性との関連につ

いては十分明らかにできておらず、今後、全

国のケア会議等サービス利用状況の実態等も

考慮しながら、さらなる精査が必要であると

考える。 

 

E.健康危険情報 

なし 

 

F.研究発表 

1.論文発表 

 なし 

2.学会発表 

 準備中 

 

G. 知的財産権の出願・登録状況 

1.特許取得 なし 

2.実用新案登録 なし 

3.その他 なし 
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長通知：「地方公共団体による精神障害者

の退院後支援に関するガイドライン」に
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